
はじめに
愛知県警察の警察本部長名で、関係所属長宛に、平成 13 年 9 月 18 日に出され（平成 14 年 6 月 27

日に一部改正され）た、「総会発甲第 124 号　捜査費の取扱いの制定（通達甲）」(PDF) より、別記
第 3「捜査費の具体的使途等は、別表のとおりとする。」の別表を掲載します。

なお、実際は作表されていますが、HTML をかくのにめんどうなので、箇条書きに改めました。

別表 具体的な使途等

 1 捜査本部等に要する経費
捜査本部等を設置したことによってそれ自体に必要となる経費

■ (1) 捜査本部等設置のための施設、寝具、什器類の臨時借上げ経費

・ 使途例
・ 公民館等の施設、ホテルの部屋等（仮眠施設を含む。）の借上げ
・ 寝具、机、椅子、ロッカー、書庫の借上げ
・ 電気、ガス、水道等の料金

・ 留意事項
・ 施設の借上げは、一か月を限度とする
・ 備品類の借上げは一週間を限度とする
・ 上記限度期間経過は、通常の会計手続で対応する。
・ 光熱費は、施設借上料の中に含めて支払うことを原則とする。

■ (2) 捜査本部等に必要な自動車、船舶等の応急的な借上げ費

・ 使途例
・ 自動車、自動二輪車、船舶等の借上げ

・ 留意事項
・ 借上げ期間は、一週間を限度をする。
・ 上記限度期間経過は、通常の会計手続で対応する。

 2 捜査活動に要する経費
操作員が活動するのに伴って必要となる経費

■ (1) 捜査協力者に対する謝礼

・ 使途例
・ 現金 1)
・ 菓子折、寿司折、タバコ等 1)
・ ビール券、商品券、米券、酒、劇場等の有料券等 1)

・ 留意事項
・ 捜査諸雑費で支払うものは、軽微なものに限る。

■ (2) 情報提供者に対する謝礼

・ 使途例
・ 現金 1)
・ 菓子折、寿司折、タバコ等 1)
・ ビール券、商品券、米券、酒、劇場等の有料券等 1)
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・ 留意事項
・ 捜査諸雑費で支払うものは、軽微なものに限る。

■ (3) 聴込み、張込み、追尾等に際し、必要とする諸経費

・ ア 捜査員等の交通費、飲食費
・ 使途例

・ 電車、バス、タクシー等の交通費
・ 有料道路の通行料、有料駐車場の駐車料
・ 飲食店での飲食代

・ 留意事項
・ 捜査諸雑費で支払う交通費は、負担した実費のみとする。
・ タクシー代、尾行等の場合で、他に交通手段がない場合に限る。
・ 飲食費は、追尾中に対象者の動静監視等に必要なために、飲食店で飲食する場合

に限る。
・ イ 家屋、部屋、寝具、什器等の借上げに要する経費

・ 使途例
・ 家屋、ホテルの部屋等の借上げ
・ 光熱水費
・ 権利金、敷金
・ 寝具、机、椅子、ロッカー、冷蔵庫、テレビ、家具等を借上げ

・ ウ 応急的に必要となる消耗品等の簡単な物品費及び公衆電話等の通信費
・ 使途例

・ インスタントカメラ、フィルム、カモフラージュ用物品等の捜査消耗品の購入 1)
・ 現像代 1)
・ 電話代 1)

・ 留意事項
・ 捜査消耗品は、その場で使用しなければ操作に支障が生じるもので、通常の調

達、事前の準備等をする暇の場合に限る（原則は官給品等で対応）。
・ エ 有料施設への入場料等

・ 使途例
・ 競馬場、競輪場、遊園地、映画館、劇場、駅等の入場料 1)
・ 高速道路、有料道路の通行料 1)
・ 高速道路、有料道路の通行料 1)
・ 有料駐車場の駐車代 1)

・ 留意事項
・ 入場料は、追尾、張込み時等で遊戯をしなければ捜査上支障が生じる場合に限

る。
・ 捜査活動の一環として遊戯であることから、過度の支出とならないように留意す

る。
・ オ パチンコ店等における遊戯代

・ 使途例
・ パチンコ、スロットマシン、ボウリング、テレビゲーム機等の遊戯代 1)

・ 留意事項
・ 入場料は、追尾、張込み時等で遊戯をしなければ捜査上支障が生じる場合に限

る。
・ 捜査活動の一環として遊戯であることから、過度の支出とならないように留意す

る。
・ カ 車両等の借上げ費

・ 使途例
・ 自動車、自動二輪車、船舶等の借上げ

■ (4) 拠点等のための施設の借上げ等に要する経費

・ 使途例
・ 家屋、倉庫、マンション、アパート、ホテルの部屋等の借上げ
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・ 光熱水費
・ 権利金、敷金
・ 寝具、机、椅子、ロッカー、冷蔵庫、テレビ、家具等の借上げ又は購入

■ (5) 協力者との接触に要する経費

・ 使途例
・ 電車、バス、タクシー等の交通費 1)
・ 飲食店等での飲食費 1)
・ 一時的なホテル等の部屋代等 1)

・ 留意事項
・ 捜査諸雑費で支払う交通費は、負担した実費のみとする。
・ タクシー代は、尾行等の場合で、他に交通手段がない場合に限る。
・ 捜査諸雑費で執行できる部屋代等は、軽微なものに限る。

■ (6) 協力者等の保護に要する経費

・ 使途例
・ 家屋、倉庫、マンション、アパート、ホテルの部屋等の借上げ
・ 光熱水費
・ 権利金、敷金
・ 寝具、机、椅子、ロッカー、冷蔵庫、テレビ、家具等の借上げ又は購入
・ 自動車、船舶等の借上げ
・ 航空費、列車等の運賃
・ 弁当等の購入

■ (7) 早朝、深夜等における捜査協力者等の交通費

・ 使途例
・ 呼出し、出頭、帰宅する場合のタクシー代 1)
・ 有料道路の通行料 1)

・ 留意事項
・ 犯罪の捜査に従事している協力者に限る。
・ タクシー代は、他に交通手段がない場合に限る。

■ (8) 早朝、深夜等における捜査員又は捜査協力者等の食糧費

・ 使途例
・ ジュース、栄養剤、パン、麺類、弁当等の購入 1)

・ 留意事項
・ 食事と食事の間の純然なる捕食のうち、捜査協力者等とともにする場合に限る。

■ (9) 緊急に捜索等を行う場合の重機等の借上げ又は委託費

・ 使途例
・ パワーショベル、発動発電機、自動車等の借上げ
・ 重機等の運転委託
・ ドア、金庫、ロッカー等の開錠委託等

■ (10) 捜査関係事項照会に伴う回答に要する経費

・ 使途例
・ 用紙、コピー代 1)
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・ 留意事項
・ 官公署、銀行等からの回答に要する経費で、実費に限る

■ (11) 犯罪の被害者又は第三者が所有する物件を捜査の過程で損壊等した場合の協力
謝礼金

・ 使途例
・ 玄関ドア、窓ガラス、間仕切り等の修復
・ 自動車、自動二輪車、陳列ケース、テレビ等の修理

■ (12) 長期にわたる重要事件及び困難な重要事件の捜査等に従事する捜査員等に対す
る簡素な激励慰労費

・ 使途例
・ 缶ビール、つまみ等簡素な飲食物の購入費

注 1) 捜査員に、あらかじめ交付した捜査諸雑費で執行することができる経費である。
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